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川崎市様から要介護認定事務業務を受託しております株式会社日本ビジネスデータープロセシン

グセンター（略称 日本データー）です。令和８年４月から「川崎市認定調査票点検担当」と「川

崎市介護保険業務担当」の電話番号が追加・変更となりますので、お知らせ致します。以下の電話

番号からお問い合わせをさせて頂きますので、よろしくお願い致します。
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携帯電話番号の追加・変更のお知らせ

「受診がない」「転院した」など、主治医意見書の記載ができない状況がありましたら、
各区役所までご連絡をお願いします。

【川崎市認定調査票点検担当】

1 070-1513-7838 4（※） 070-1430-7035

2 070-1513-7840 5（※） 070-1431-6928

3（※） 070-1431-6846 6（※） 070-1431-6830

【川崎市介護保険業務担当】

麻生区・高津区・宮前区の主治医意見書に関する問合せ

1 070-1513-6461 4 080-3349-6962

2 070-1505-7600 5（※） 070-3234-4041

3 080-3563-5452 6（※） 070-3234-3936

宮前区・中原区の居宅届出、多摩区の情報提供に関する問合せ

080-3465-2575（※）

次の内容は「川崎市介護保険業務担当」までご連絡ください。

・居宅サービス計画依頼届出書の提出の確認・開始日等の日付変更
・情報提供申請における郵送交付時の資料到着連絡

「届出を取り下げたい」などのご連絡・その他のお問い合わせに関しては各区役所までご連絡
をお願いします。

「調査場所や日程が変更になった」「調査対象者が入院された」などの状況がありましたら、
各区役所までご連絡をお願いします。

（※）が追加・変更となったものです。

（※）が追加・変更となったものです。

（※）が追加・変更となったものです。


